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｢先進スポーツ国家｣へ？ －イギリスのエリートスポーツ政策の分析

‘A World-leading Sporting Nation’ ? : 
An analysis of short- and long-term elite sport policy strategies in the UK 
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要 旨

イギリスのスポーツ政策の展開を過去 10 年の政策変化に焦点を当て，エリートスポーツの

政策的な戦略の変遷を分析する．本研究は政策文章の分析とインタビューを通した政策決

定過程研究の分析枠組みを用いている．2012 年ロンドン･オリンピックに向けエリートスポ

ーツの一本化路線とともに強化費が確保されているが，いかに政府と政策執行機関が影響

し合い，短期目標と長期的な政策目標との間に｢ズレ｣が生じてきているかを検証する．
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Ⅰ．はじめに 

 

2005 年 7 月ロンドン･オリンピック開催決定後，

潤沢な資金がスポーツに流れることをイギリス i

のスポーツ界が期待する一方で，オリンピック施

設建設関連費の予算が高騰し，競技スポーツ(以下

エリートスポーツ iiと記す)への資金の集中化，重

点化がスポーツの振興を圧迫するという懸念，不

満が既に顕著となっている．2012 年にオリンピッ

ク第 4 位を目指すためのイギリスにおけるエリー

トスポーツの動向は，国立スポーツ科学センター

(JISS) やその他メディアを通じて日本に伝えられ

ている．特に，競技力向上のためのエリート競技

者の発掘と育成，効果的な育成環境を準備するた

めのネットワーク強化，スポーツ界におけるパー

トナーシップ関係構築，競技団体への重点的な資

金の配分については注目を集めている．しかし，

それらの情報は往々にして断片的であるため，な

ぜ，どのようにしてイギリスのエリートスポーツ

界が現在の様相を呈するに至ったのか，今後どの

ような方向に向かっていくのかを理解するのは難

しい iii． 

本稿の目的は，1997 年以降の新労働党 (New 

Labour)政権下でのイギリス(特にイングランド)の

スポーツ政策の変遷から iv，エリートスポーツの

政策的な位置づけを示し，1996 年に創設された

United Kingdom Sports Council (以下 UK Sport と略

す)の資金配分や選手育成に関する戦略が，いかに

中央政府の政策意図と絡み合っているかを考察す

ることである．さらに，オリンピック開催決定後，

矢継ぎ早になされた政府による制度改革やプロジ

ェクトが，2012 年に向けた短期のメダル獲得目標

と，長期的な｢パフォーマンス環境構築｣に向けた

目標にどのように影響を与えているのか分析する．

本稿は，政策分析，政策過程研究の枠組みから行

われたエリートスポーツをサブ政策領域とするも

ので，スポーツ政策文章の分析と政策決定者に対

するインタビューに基づき諸政策アクターのエリ

ートスポーツ政策の変遷に対する見解や価値を探

るものである v． 

Ⅱ．イギリスの現行のスポーツ政策 

 

イギリス(イングランド)における現行のスポー

ツ政策の大枠は，1990 年半ば以降に規定されてい

る．それ以前においては，1972 年に創設されたイ

ギリス･スポーツ･カウンシル(Great Britain Sports 

Council，以下 GBSC と略す)がスポーツ･フォー･オ

ールとエリートスポーツ政策施行の両方を担って

いた．市場原理の導入を掲げた 1980 年代のサッチ

ャー政権下では，公共スポーツ施設の外部委託･民

営化が進み，学校の運動場･スポーツ施設の売却に

伴い学校体育が衰退，スポーツ施設が老朽化して

いく．サッチャーのスポーツ全般に対する｢軽視｣，

｢侮蔑的｣な態度 viを離れ，スポーツを国家の公共

政策として位置づけを高めたのはメージャー首相

である．まず，スポーツを専門政策分野として扱

う国家遺産省 (Department of National Heritage; 

DNH)を 1992 年に創設，1995 年には 20 年ぶりのス

ポーツ政策文章となる『Sport: Raising the Game (ス

ポーツ:ゲームの復活へ) vii』を発表，それまでの

スポーツ･フォー･オール重視から学校体育と競争

的なスポーツの機会の復活，国際スポーツ競技大

会における成功の二大政策目標が掲げられる．さ

らに，1994 年に導入された国営くじ (National 

Lottery，以下ロタリー)の資金が 1997 年以降スポー

ツにも投入されたことで，スポーツ政策全体の資

金的裏づけとなった(次項と図 1 参照)． 

新労働党のブレア政権のスポーツ政策は，前保

守党政権のスポーツにおける二大方針，組織形態

を全般的に引き継いでおり，2000 年発行の『A 

Sporting Future for All(全ての人にスポーツの未来

を)』と翌年の行動計画に明示された．首相直属の

戦略ユニット(Strategy Unit)と文化･メディア･スポ

ーツ省(DNH から 1997 年に名称変更; Department 

for Culture, Media and Sport，以下 DCMS と略す)が

2002 年に共同発表した『Game Plan(以下ゲーム･プ

ラン)』により，新労働党の包括的な政策目標と「ス

ポーツ組織の青写真 viii」が具体的に示された．ブ

レア首相は序文で，「強大な力を持つスポーツが，

政府が求める政策目標を達成するために十分に活
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用されていない ix」とし，スポーツ(身体活動全般)

を教育，健康，社会政策と結び付け x，2020 年ま

での長期的目標を立てている．現在のスポーツ政

策の特徴は，新労働党政府の政策中心課題である

社会の統合，社会的包含 xiを達成するための 手段
・ ・

としてスポーツの社会政策的な価値が高められ，

「社会問題｣である若年層の肥満や犯罪数の減少，

社会格差の是正，貧困地域の再開発と活性化を促

すためのスポーツの役割が明確にされている．一

方で，エリートスポーツの成功の意義を，人々に

｢(スッキリするような)気分の良さ(feelgood factor)｣，

つまりナショナル･アイデンティティと誇りを昂

揚し，国家の国際的イメージを生み出すものであ

るとし，国際競技力向上のための政府の役割を定

義，公的資金の必要性がうたわれている．エリー

トスポーツは若年層のスポーツ参加，学校の体育･

スポーツと関連付けられ，次の 6 点が政策実施プ

ランとして示されている．1) 諸機関の役割の簡素

化，｢責任｣の明確化，2) 効率的な公的資金配分，

3) 設定した目標を効率的･効果的に達成するため

の｢近代的(modernised)｣で専門的なスポーツ経営組

織への変革 xii，4) 統一されたタレント育成モデル

の提唱，5) ｢有能で才能ある(Gifted & Talented)｣教

育政策プログラムを通して学校の体育･スポーツ

の役割を才能ある子どもの能力を活かし伸ばすこ

とへの期待(詳しくは下記 IV を参照)，6) 国際レベ

ルの競技力向上のためのエリート･コーチの育成，

質の良いコーチの確保等である． 

 

Ⅲ．UK Sportの効率的で効果的なメダル獲得戦略 

 

イギリス･スポーツ･カウンシル(GBSC)の有してい

たスポーツ振興とエリートスポーツの両機能は，

｢非政府直属公的機関 xiii｣として UK Sport が 1996

年に設立されたことで，エリートスポーツの政策

執行機関が専門化された．この専門機関の設立と

経営，その他サービス･プログラム運営を可能にし

たのは，ロタリー資金である．GBSC から移行期を

経て 1997 年に｢強化｣の機能が｢普及｣の機能から分

離明確化され， (エリート)スポーツの政策展開に

伴い，エリートスポーツの｢専門集団｣である UK 

Sport への国庫からの拠出金が 1997 年以降一定と

なり，1999 年からはスポーツに配分される 16.6％

のロタリー資金の内 xiv，9.2%が UK Sport に割り

当てられ，｢強化｣関連の公的資金が安定してきた

ということが図 1 から伺える．またこの図から，

Sport England に割り当てられるイングランド全体

のスポーツ振興への公的資金についても一定では

ないが上昇傾向にあると言える． 

しかし重要なのは，UK Sport 設立後，さらにロ

ンドン･オリンピック開催決定後，Sport England の

権限が縮小され，スポーツ振興についても国際競

技力向上のための環境整備が中心課題となり，UK 

Sport の政策執行機関としての組織的影響力が強ま

っているということである．それは，ロタリーの

資金を基に，｢ワールドクラス･パフォーマンス･プ

ログラム(現ワールドクラス･パスウェイ･プログラ

ム)｣としてトップ選手の金銭的サポートや専門的

サービスを提供し，2002 年にイングランド内の 9

地域に置かれた English Institute of Sport(イングラ

ンド･スポーツ科学機関; 以下 EIS)と他の 3 つの分

権地域に創設されたエリートスポーツの専門機関

間で，ネットワーク型の競技者のサポート体制の

中核を UK Sport が担うこととなったことからも明

らかである．また，ロンドン･オリンピックでのメ

ダル獲得の成績第 4 位という目標達成のため，｢労

力と資源の重複を最小限にし，インパクトを最大

限 xv｣に活かすことを目的に，2006 年 4 月以降そ

れまで Sport England が有していた EIS の運営，ワ

ールドクラスより下の選手の育成･強化機能と資

金の管理責任をも UK Sport に移管される．2012 年

まで 2 億ポンド(約 480 億円)の公的資金の追加が

UK Sport に確約されたことで，｢メダル獲得戦略｣

のための資金，組織体制がほぼ整うこととなる(図

2 参照)． 
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図１:　イギリス/イングランド・スポーツ予算 (1977-2006)
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参照：1999 年～2005 年までの UK Sport Grant-in-Aid と National Lottery Report and Accounts 報告書; 

2000～2006 年までの Sport England Annual Report(各年次報告書); 

Hansard Written Answer, 2002 年 2 月 13 日 

 

＜註＞ 

本表は、イングランドのスポーツ振興費とイギリスのエリートスポーツ強化費の両方を示す。£1= 約 240 円。 

1996 年はイギリス･スポーツ･カウンシルからスポーツ･イングランド、UK Sport への移行期であるため、それら三組

織に資金提供されている。 

1997/98 からスポーツ･イングランドへロタリー資金の配分開始。初年度は国庫資金£3,373 万、ロタリー資金は£2 億

6,822 万の配分であるが、1997 年から 2006 年までのロタリー資金の平均は、£1 億 7,500 万。また、1999/00 から UK 

Sport へロタリーの資金が提供されている。2005/06 の UK Sport の公的資金の内訳は、国庫が£2,875 万、ロタリー資

金£2,119 万。 

 
 
Diagram 1: Sport budget for UK/England (1977-2006) 

The diagram shows the availability of exchequer subsides and national lottery to sport in the UK and 

England between 1977 and 2006.  
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図 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2: Selective flow of funding for sport in the UK  

The diagram illustrates two funding streams from exchequer and national lottery to UK Sport and 

Sports Councils in the UK.  
 

 

国庫とロタリーの公的資金を得る UK Sport は，

｢DCMS と UK Sport の間の資金合意｣を結び，その

｢合意目標｣達成のための戦略を履行することが求

められている．そして，競技団体は包括的な強化

計画であるパフォーマンス･プランの UK Sport へ

の提出が義務付けられ，実際のメダル獲得数，合

意目標の到達度により UK Sport からの強化費配分

が決まるため，両者の間に｢契約関係｣が結ばれて

いると言える．特筆すべきは，政府の全政策分野

に渡る公的資金の効果的運用，「近代」組織に基づ

く効率的組織経営の方針を受けた UK Sport が，｢契

約｣の中心課題として，競技団体が｢目的に適う(fit 

for purpose)｣組織に変革するための舵取りをしてい

るということである．競技団体の非専門的で非効

率的な運営と長年続いたボランティア精神から抜

け切らない文化は，数々の政府関連報告書で批判

され xvi，UK Sport がモデルとして提唱する組織の

｢近代化｣，ガバナンス経営へと大きく動いている

(表 1 参照) ． 

その要求は，英国会計検査院 (National Audit 

Office; NAO)が行ったアテネ･オリンピックの強化

費とその成績を基に公的資金の効率性，有効性の

監査報告で明らかとなる．NAO 報告では，2001 年

4 月から 2005年 3月までのアテネ･サイクルで強化

費の 55％が陸上，ボート，自転車，セーリングに

配分され，イギリスのメダル獲得率の 61％がこの

トップ 4 競技で占めた一方で，公的資金を受けた 6

競技(体操，柔道，トライアスロン，射撃，ウェー

トリフティング，テコンドー) は｢契約不履行｣であ

ったことから，一つのメダルに 240 万ポンド(約 5

億 7,600 万円)かかったとされる(合意が達成されて

いれば 170 万ポンドの試算)．この NAO 報告を受
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けた UK Sport は，合意メダル獲得数に達しなかっ

た競技団体への強化費とロタリー資金の援助を受

ける強化選手数の削減，さらなる重点化を図るが，

ロンドン･オリンピック開催決定を経て，これまで

18 種目のみに限られていた強化資金をサッカー，

テニス以外の全オリンピック種目へ資金配分を拡

大する決定をしたことで，UK Sport は｢妥協なき

(No Compromise)｣アプローチとしてその評価，監査

機能をさらに強めることとなった xvii． 

 

 

Ⅳ．短期的な戦いと長期的な競技力の確保 

 

上述したような DCMSと UK Sportと競技団体の

間の契約関係が強調される一方で，ロンドン･オリ

ンピックで第 4 位という短期目標と，UK Sport の

会長であるジョン･スティールが主張する｢イギリ

スのパフォーマンス･システムの長期的変革｣目標

との間に齟齬が生まれ始めている．その短期と長

期目標の間のズレは，次の三点にまとめられる．

第 1 に，イギリスでは競技者人口が極端に少なく、

国際競技力が低いハンドボールとバレーボールが

2012 年のオリンピックに備え，｢特急｣で｢確実な競

技力水準｣の確保を目標としていることである

xviii．これは，オーストラリアの経験を生かしたイ

ギリスで初めての全国レベルでの｢タレント発掘｣，

｢種目転向｣プログラムとして，5 年間の短期プログ

ラムがいかに機能するか注目されている．しかし，

身体的能力が既に発達し，ある程度の競技力を示

しているタレントの育成に労力と資金を集中し，

オリンピック用に編成された 即席
・ ・

チーム
・ ・ ・

が，この

種目への長期的な参加者の確保に繋がるとは言い

難いと思われる xix． 
第 2 に，｢妥協なき｣姿勢で 2012 年オリンピック

で結果が求められる一方で，長期的なスポーツ参

加の母体を拡げる競技者の発掘と育成プランの作

成が競技団体に求められている点が挙げられる．

『ゲーム･プラン』で掲げられた長期的な競技者の

発掘と育成のモデルである「Long-Term Athlete 

Development(以下 LTAD と略す xx)」は，競技団体

のみならず，スポーツの諸機関，諸アクター間で

指導と育成の概念，価値の共有が可能なモデルと

してイギリス国内で浸透し始めているという点に

おいて，注目に値する．ところが，LTAD モデルの

Table 1: The basic concept for ‘Building Blocks for Modernisation’ 

表 1：｢近代化｣モデルの基本要素  

 要素 

1.価値 近代化の文化とエートス：専門化，外部資金獲得のための商業化，協同･協調，自治･説

明責任･パフォーマンス監査，平等･全ての人々のスポーツへのアクセス 

2.戦略 近代化のためのヴィジョン･目標設定：戦略設定，変化を恐れない組織発展，目標を明

確化し優先順位を立てた焦点化，自己投資 

3.人的資源 近代化を助けるための核となるスタッフとスキル：適切なスキルを持ち研修を受け，経

験のあるマネージメント･スタッフの配置，スタッフと理事役員の研修機会，ボランテ

ィアへのサポート･研修，知識供給のためのミュニケーション 

4.システム 近代化を支えるために必要な枠組み：アウトプットを中心としたアカウンタビリティ

ー，キー･パフォーマンス･インディケーター(主要業績評価指標)を示す，情報技術の導

入と最新技術を使いこなせるスキルを持ったスタッフ配置 

Deloitte & Touche, 2003, pp.14-5 より 
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最高段階を担う UK Sport はこのモデルを基盤とせ

ず，競技者のオリンピックでのメダル獲得に至る

までの経過，可能性に焦点を絞り，｢独自の科学的

メカニズム｣に基づき資金配分の決定をしている．

このメカニズム策定に中心的役割を果たした UK 

Sport のシニア･レベルの強化担当者は，第 4 位にな

るためには最低 120 人のメダリストが必要だとし，

各オリンピック種目のメダル数，表彰台に上がる

だけの力がある選手数，トップ下のディベロップ

メント選手の数に基づき資金配分額を決定したと

する．つまり，｢4 年の内に表彰台に上がる可能性

のある選手 1 人につき 1 年 7 万ポンド(約 1,680 万

円)｣を競技団体を通して支給し，｢正しいレベルの

数少ないアスリートに狭く配分することが，定義

として 妥協
・ ・

できる
・ ・ ・

もの
・ ・

だ
・

｣とする．また UK Sport
は，エリート選手への十分なサポートを可能とす

る｢基盤強化の青写真｣も競技団体に示している

xxi．従って競技団体は，上記の｢近代的な組織への

変革｣，10 年以上の長期的な競技者育成プランの策

定を UK Sport に求められる一方で，短期的に成績

を追及し強化費を確保する必要性に迫られ，さら

に板ばさみな状態となっていることは見逃せない． 

第 3 に，スポーツと教育の合同政策として体育･

学校スポーツ･クラブ･リンク(PE and School Sport 

Club Links; 以下 PESSCL と略す) が 2003 年から実

施されている xxii．ここでは，学校体育の｢質の向

上｣だけでなく，12～16 歳を対象とした身体的なパ

フォーマンスに秀でている子どもだけでなく，認

知能力，想像力，リーダーシップ，運営能力に優

れた｢有能｣で｢才能｣を有する子どもの能力を伸ば

し，開花させるための基盤作りの場所として学校

の役割が強調されている xxiii．特に PESSCL で重

要なのは，スペシャリスト･スポーツ･カレッジ

xxivに配置されるスクール･スポーツ･コーディネ

ーターやスポーツ･コンペティション･マネージャ

ーが学校の体育･スポーツ，スポーツ競技大会の機

会拡大を通し，学校と地域クラブを繋ぐ役割を果

たすことへの期待が大きくなっていることである．

同時に，2006 年に導入された国際競技大会を模倣

した政府資金で運営される英国学校選手権(UK 

School Games)，12～18 歳を対象とした｢2012 年タ

レント奨学金(TASS2012)｣支給制度が競技団体の

推薦をベースとすることになった．その結果，こ

れまで断続的であった学校と競技団体，クラブの

間の橋渡し，つまり｢競技パスウェイ｣を強化する

制度が導入され，長期的に才能のある競技者を育

成する可能性が拡がり始めていることが指摘でき

る． 

 

Ⅴ．終わりに，現場への応用 

 

イギリスでは，1990 年代後半以降エリートスポ

ーツの制度的，資金的な基盤ができ始め，ロンド

ン･オリンピックの開催決定を機に，自国開催オリ

ンピックでのメダル獲得数第 4 位の目標達成のた

めのエリートスポーツの一本化路線が取られ，

2012 年まで強化費の確保がなされている．全般的

なスポーツ振興政策は社会，教育制度の枠組みの

中に位置づけられながらも，エリートスポーツの

みがそれらと切り離され，重点的に資金が配分さ

れ，数少ないトップ･アスリートに焦点が当てられ

ている．しかし上述したように，短期的なメダル

目標と長期的な競技者の発掘と育成のための環境

整備，プラン作成の間で，競技団体の｢変革｣が政

府の｢近代化計画｣により方向付けられている．雑

然とした草の根からエリートのレベルに至る諸ア

クター間のパートナーシップ形成過程において，

現在 LTAD が唯一の｢共有モデル｣としてイギリス

を世界の｢先進スポーツ国家｣とするために歩き始

めていると言える． 

各国の政治制度，スポーツ組織やスポーツの価

値観に相違が見られるため，その国の実情に合わ

せた形で他国のスポーツ政策のあり方が考察され

るべきことは言うまでもない．しかし，2016 年の

東京オリンピック招致を前提に金メダル獲得数世

界第 3 位を目指す日本のエリートスポーツの政策

立案者が，長期的な｢パフォーマンス文化｣の創設

をいかに構想するかにあたり，イギリスの事例は

エリートスポーツの振興が長期的な競技者の発掘

と育成との間で矛盾を生じる可能性をはらむとい
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う点で参考になる．また，競技団体のガバナンス

組織が整備され，一連の PESSCL 戦略により，こ

れまで不連続で相互に懐疑的であった競技団体と

学校，クラブとの｢ダイアログ｣の基盤が整い始め

たことで，このスポーツと教育の合同政策が上述

した目標の齟齬を埋め，｢長期競技パスウェイ｣環

境を生み出す可能性を秘めているものとして捉え

られるだろう． 
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i イギリス＝The United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland(United Kingdom, the UK, GB と

略される)のスポーツ政策分野は，イングランド，

ウェールズ，スコットランド，北アイルランド 4
の地方分権政府で各々政策目標に相違，特徴があ

る．イングランド以外，スポーツ統括組織は各ス

ポーツ･カウンシルが競技スポーツと生涯スポー

ツの両分野を担当しており，各地方分権地域にエ

リート競技者のサポートのための機関がある．競

技団体についても，各分権地域で編成されている

ことが多く，コモンウェルス･ゲームズ(英国連邦大

会)やワールドカップ等の国際競技大会においては，

イギリスから 4 チームが｢国｣の代表チームを編成

する．オリンピック，パラリンピック，その他世

界選手権については，イギリス統一チーム‘Team 
GB’を編成する．本稿では，特にオリンピック関連

の｢イギリス｣全体の政策と，｢イングランド｣のみ

に当てはまる政策，行政サービス，エリートスポ

ーツ機構とを必要に応じて分けて表現する． 
ii ｢エリートスポーツ｣は，｢ハイパフォーマンス･

スポーツ｣｢競技スポーツ｣｢チャンピオン･スポー

ツ｣とも呼ばれることがあるが，国家(稀に地域)を
代表する国際競技大会レベルのスポーツを意味す

る．つまり，オリンピック，ワールドカップ，世

界選手権，大陸別国際大会(例えばアジア大会，欧

州選手権)等がその範囲となる． 
iii  この点に関しては，Green & Houlihan, 2005; 
Oakley & Green, 2001; Houlihan, 1997 を参照． 
iv 本稿執筆時の 2007 年 6 月 27 日に，首相であり

労働党党首がトニー･ブレアからゴードン･ブラウ

ンに交代した．その首相交代に伴うオリンピック

関連の政策，スポーツ全般の政策展開については，

今後の動向を追うこととしたい． 
v 類似した理論的枠組みとして，Green, 2005 を参

照されたい．また，詳細なスポーツ政策･戦略分析

は紙幅の関係で省略し，本稿ではエリートスポー

ツの政策展開を中心に分析をする． 
vi Houlihan, B. & White, A, 2002，78 ページ． 
vii ここでの｢ゲーム｣とは，イギリスもしくはイン

グランドにおける｢伝統的｣ゲーム，特に，クリケ

ット，ホッケー，サッカー，ネットボール，ラグ

ビー･ユニオン，テニスが念頭にある．これらのゲ

ームが学校体育･スポーツ推進の中心的スポーツ

とされる(Department of National Heritage, 1995)． 
viii DCMS/Strategy Unit, 2002，11 ページ． 
ix 同上，5 ページ． 
x 詳しくは，1998 年に政府代表，現場の専門家，

学識経験者で組織されたスポーツとレジャーに関

する政策運営チーム 10(Policy Action Team; PAT10)
の報告書を参照． 
xi 1997 年に政権に就いたブレア政権の中心的政策

方針の一つに，｢社会的包含｣(原語 social inclusion)
がある．この‘social inclusion’の政策とは，経済的，

社会的，年齢，文化的に社会から排外され，弱い

立場にある人々(移民，下層労働者階級，シングル 

http://www.uksport.gov.uk/news/uk_sport_launches_mission_2012_/
http://www.uksport.gov.uk/news/uk_sport_launches_mission_2012_/
http://www.uksport.gov.uk/assets/File/newsArchivePdf/OandPfunding.pdf
http://www.uksport.gov.uk/assets/File/newsArchivePdf/OandPfunding.pdf
http://www.uksport.gov.uk/assets/File/newsArchivePdf/fundingtriggers_210706.pdf
http://www.uksport.gov.uk/assets/File/newsArchivePdf/fundingtriggers_210706.pdf
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マザー等)の地位，能力の向上を目指す政策である． 
xii ‘Modernised government’=近代的な政府を目指す

新労働党の政策方針は，全政府関連諸機関の組織

のあり方の変革を求めるものとなっている．詳し

くは，Newman, 2001 を参照されたい． 
xiii  非政府直属公的機関とは，Non-departmental 
Public Bodies; DNPB，もしくは準独立政府機関; 
Quangos と呼ばれ，政策の大枠を示す政府機関(ス
ポーツの場合は DCMS)と｢適度に離れた良い関係

(‘arm’s length’ relations)｣を保ち，政策を効果的に履

行するとされる． 
xiv 当初保守党政権によりロタリー収入の資金配分

のための 5 の「良い理由(Good Causes)」，芸術，ス

ポーツ，チャリティー，文化遺産， 千年祭(ミレニ

アム)が示された．労働党政権以降，6 つ目の配分

先となる｢New Opportunities Fund(新しい機会創設

のための基金)｣について，1997 年当時の文化･メデ

ィア･スポーツ大臣が『白書』に明示した． 
xv UK Sport 理事長スー･キャンベル(Sue Campbell)，
EIS, 2006, 3 ページ． 
xvi それらには，例えば，Cunningham Review, 2001; 
Carter Report, 2005 が挙げられる． 
xvii 詳しくは，UK Sport の｢資金とサポートガイド

(A Guide to UK Sport Funding and Support)｣，｢資金拠

出(Funding Release Triggers)｣(共に 2006 年 4 月 11
日発表) ，「ミッション 2012(Mission 2012)」(2007
年 5 月 8 日発表)を参照のこと．また，この UK Sport
の評価･監査機能強化の例として次が最もよい例

として挙げられる．強化資金を受けるに｢見合わな

い｣とされたイングランド･バスケットボール機構

が，スポーツ･イングランドから拠出される｢スポ

ーツ全般の育成費｣を 2006 年 9 月に一時中止され，

UK Sport が｢直接介入｣をし，オリンピック･チーム

編成のためのパフォーマンス･プログラムを作成

することとなった．32 万 5 千ポンド(約 7,500 万円)
資金は，イングランド･バスケットボールが機構改

革を受け入れることで，2007 年 6 月 4 日に解除さ

れた．www.englandbasketball.com/NewsLetter を参

照のこと． 
xviii 2007 年 5 月 5～7 日に行われた，イギリス･ハ

ンドボール･タレント発掘プログラムでの筆者の

参加観察，ハンドボール協会の担当者へのインタ

ビューに基づく． 
xix この点は，9 ある EIS の一地域マネージャーと

のディスカッションに基づく(2007 年 2 月 27 日)． 
xx LTAD について詳しくは，Balyi, 2002, Balyi & 
Hailton, 2004 を参照のこと． 
xxi この点は，2012 年に向けた UK Sport の強化の

資金配分方法の決定に中心的役割を果たした UK 
Sport のシニア･レベルの強化担当者の話に基づく

(2007 年 2 月 9 日)． 
xxii PESSCL はイングランドにおける DCMS と

DfES の共同政策分野であるが，プロジェクト推進

のために 2003 年～2006 年までに 4 億 6 千万ポンド

(約 1,100 億円)の資金の投下がなされている． 

                                                                        
xxiii ‘Gifted & Talented’ は、教育政策全般のプログ

ラムであり、体育教科に限ったものではない。し

かし、体育の場合、身体的なパフォーマンスに秀

でている子どもだけでなく、認知能力、想像力、

リーダーシップ、運営能力に優れた子ども対象と

し、｢才能｣や｢能力｣を広範に捉えていることが他

教科との相違点であることを指摘しておく。詳し

くは、DfES/DCMS, 2003、Bailey & Morley, 2006 を

参照のこと。また、学校体育･スポーツの機会の場

が、競技力向上、｢競争｣を求められる場所となっ

ていることを批判する論調があることも忘れては

ならないだろう(Penney, 2000; Kirk, 2004 参照)。 
xxiv スペシャリスト･スポーツ･カレッジ(Specialist 
Sport Colleges)は，政府の専門性ある教育政策の一

環である．芸術，ビジネス＆企業，工学，人文科

学，言語，数学＆コンピューター，音楽，科学，

特別な専門性，スポーツ，科学技術，職業訓練，

といった専門分野から各中高等学校(カレッジ)が
申請をし，専門の地位を得る．詳しくは，教育･技

能 省 (Department for Education and Skills) の

http://www.standards.dfes.gov.uk/specialistschools/ を

参照のこと． 
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